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天草市



（
昭
和
19
年
２
月
２
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
）
と
、
18
歳
以
下
の
人
（
平

成
２
年
２
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

人
）
は
２
万
円
。

■
支
給
対
象
（
下
図
参
照
）

　

平
成
２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
子
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
の
う

ち
、
平
成
14
年
４
月
２
日
〜
同
17
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
第
２
子
以
降

■
支
給
対
象

　

２
月
１
日
現
在
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人
。

●
本
市
に
住
所
が
あ
る
人
。

●
本
市
に
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る

人
（
不
法
滞
在
者
な
ど
を
除
く
）。

■
支
給
額（
１
人
当
た
り
）

　

１
万
２
、０
０
０
円
。
た
だ
し
、

２
月
１
日
現
在
で
65
歳
以
上
の
人

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
支
援
や
、
地
域
経
済
の
活
性
化
な
ど
を
目

的
に
「
定
額
給
付
金
」
を
、
子
育
て
家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
な

ど
を
図
る
た
め
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
書
を
支
給
対
象
と
な
る
世
帯
の
各
世
帯
主
に
送

付（
３
月
30
日
に
発
送
）し
て
い
ま
す
の
で
、
９
月
30
日
㊌
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い（
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）。

で
、
今
年
２
月
１
日
現
在
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
。

●
本
市
に
住
所
が
あ
る
子
。

●
本
市
に
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る

子
（
不
法
滞
在
者
な
ど
を
除
く
）。

※
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
世
帯
で

も
、
平
成
14
年
４
月
２
日
〜
同
17

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
子
と
、
平

成
２
年
４
月
２
日
〜
同
17
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
子
が
別
居
し
て
い

る
と
き
は
、
保
険
証
な
ど
で
扶
養

関
係
が
確
認
で
き
れ
ば
支
給
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

本
庁
・
定
額
給
付
金
事
業
等
推
進

室（
内
線
１
３
５
６
）ま
た
は
同
・

　最近、“定額給付金”や“子育て応援特
別手当”の給付を装った「振り込め詐欺」
などが、県内でも発生しています。
　市では、電話で申請書の記載内容など
についてのお尋ねをすることはあります
が、銀行やコンビニエンスストアにある
ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作や、手数
料の振り込みなどをお願いすることは絶
対にありません。また、市民の皆さんの
お宅を訪問することも絶対にありません。
　もし、不審な電話が掛かってきたり、
不審な人が訪問したときは、本庁・定額
給付金事業等推進室（内線1356）また
は天草警察署☎㉔0110、牛深警察署
☎732110、振り込め詐欺相談ホットラ
イン☎096-381-2567へご連絡くださ
い。

「振り込め詐欺」にご注意を！「振り込め詐欺」にご注意を！「振り込め詐欺」にご注意を！

↓↓ ↓

□定額給付金・子育て応援特別手当支給までの流れ

申請書の受け取り（申請書は３月30日に発送）

郵送で申請 窓口で申請

口座振込を希望 現金受取を希望

口座振込 現金受取

支給決定通知書の受け取り

子
育
て
支
援
課（
内
線
１
１
７
４
）

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額（
１
人
当
た
り
）

　

３
万
６
、０
０
０
円
。

　
「
定
額
給
付
金
」
と
「
子
育
て
応

援
特
別
手
当
」
の
支
給
・
申
請
の
時

期
や
方
法
な
ど
は
同
じ
で
す
。

■
支
給
ま
で
の
流
れ

　

定
額
給
付
金
と
子
育
て
応
援
特
別

手
当
を
支
給
す
る
ま
で
の
流
れ
は
上

図
の
と
お
り
で
す
。

■
支
給
方
法

　

口
座
振
込
で
支
給
し
ま
す
。
た
だ

し
、
預
貯
金
通
帳
を
持
っ
て
い
な
い

人
な
ど
は
現
金
で
の
受
給
も
で
き
ま

す
（
い
ず
れ
も
一
世
帯
分
を
ま
と
め

て
支
給
し
ま
す
）。

■
支
給
時
期

●
口
座
振
込
…
４
月
12
日
㊐
ま
で
に

申
請
し
た
人
は
、
同
27
日
㊊
に
指

定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
の
場
合
は
５
月
13
日

㊌
）。
４
月
13
日
㊊
以
降
に
申
請

し
た
人
に
つ
い
て
は
順
次
、
振
り

込
み
を
行
い
ま
す
。

●
現
金
支
給
…
４
月
27
日
㊊
か
ら
本

庁
ま
た
は
各
支
所
で
支
給
し
ま
す
。

※
口
座
振
込
日
や
、
現
金
の
支
給
日

程
な
ど
に
つ
い
て
は
、
申
請
受
付

後
に
送
付
す
る
「
支
給
決
定
通
知

書
」
に
記
載
）。

■
申
請
で
き
る
人

　

申
請
が
で
き
る
人
は
、
２
月
１
日

現
在
の
世
帯
主
で
す
。
た
だ
し
、
次

の
人
も
代
理
で
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
世
帯
主
と
同
じ
世
帯
の
人
。

●
法
定
代
理
人
（
親
権
者
や
未
成
年

後
見
人
、
成
年
後
見
人
な
ど
）。

●
民
生
委
員
や
行
政
区
長
、
施
設
職

員
、
世
帯
主
の
親
族
な
ど
（
施
設

職
員
は
定
額
給
付
金
の
み
可
）。

■
申
請
期
限

　

９
月
30
日
㊌
（
当
日
消
印
有
効
）。

※
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い
と
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

■
窓
口
申
請
の
受
付
日
程

　

次
ペ
ー
ジ
表
の
と
お
り
で
す
。
な

お
、
４
月
12
日
㊐
は
本
庁
や
各
支
所

の
ほ
か
、
公
民
館
や
出
張
所
な
ど
で

も
受
け
付
け
ま
す
。

□子育て応援特別手当の支給対象など（例）

世帯主
Ａさん

Ａさんへの支給額
36,000円×２人＝
　　　72,000円 支給対象となる子

世帯にいる子

平成２年４月２日～同17年４月１日までに生まれた子

平成14年４月２日～
同17年４月１日までに生まれた子

１人目

２人目 ３人目

４人目

定
額
給
付
金

子
育
て
応
援
特
別
手
当

支
給
・
申
請
は

（
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

世帯主
Ｂさん

Ｂさんへの支給額
36,000円×１人＝
　　　36,000円 支給対象となる子

世帯にいる子

平成２年４月２日～同17年４月１日までに生まれた子

平成14年４月２日～
同17年４月１日までに生まれた子

１人目 ２人目

３人目

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『
定
額
給
付
金
』

『
子
育
て
応
援
特
別
手
当
』を
支
給
し
ま
す
！

『定額給付金』『子育て応援特別手当』のおしらせ

申
請
受
付
は
９
月
30
日
ま
で

申
請
受
付
は
９
月
30
日
ま
で

Ａさん世帯

Ｂさん世帯



※お住まいの地区の会場で申請してください。ただし、本庁と天草市民センターは本渡南、本渡北公民館と市庁舎別館
　は本渡北、牛深支所は牛深町が対象となります。有明町赤崎地区の人は、支所と出張所のどちらでも申請できます。

※注…４月18日以降は、申請状況により土・日曜日、祝日の受け付けを中止します。中止するときは、市政だより天草
　などでお知らせします。

※
注

※
注

□窓口申請の受付日程

午前８時30分～午後８時 本庁１階・南側玄関
各支所・総務振興課

３月31日㊋～４月17日㊎
（土・日曜日を含む）

期　　日 時　　間 会　　　場

４月18日㊏～９月30日㊌
（土・日曜日、祝日を含む） 午前８時30分～午後５時 本庁３階・定額給付金事業等推進室

各支所・総務振興課

４月12日㊐ 午前８時30分～午後８時 下表のとおり

●４月12日㊐の受付会場

【本　渡】
本庁・南側玄関（本渡南）
天草市民センター（本渡南）
本渡北公民館（本渡北）
市庁舎別館・Ａ会議室（本渡北）
亀場町公民館
枦宇土町公民館
志柿町公民館
下浦町公民館
楠浦町公民館
本町公民館
佐伊津町公民館
宮地岳町公民館
【牛　深】
牛深支所・総務振興課（牛深町）
深海出張所
二浦出張所
魚貫出張所
久玉出張所

【有　明】
有明支所・総務振興課
楠甫出張所
大浦出張所
須子出張所
赤崎出張所
上津浦出張所
下津浦出張所
島子出張所
【御所浦】
御所浦支所・総務振興課
横浦島出張所
【倉　岳】
倉岳支所・総務振興課
浦出張所
宮田出張所
【栖　本】
栖本支所・総務振興課

【新　和】
新和支所・総務振興課
大多尾出張所
中田出張所
【五　和】
五和支所・総務振興課
鬼池出張所
二江出張所
内野出張所
【天　草】
天草支所・総務振興課
福連木出張所
下田出張所
大江出張所
【河　浦】
河浦支所・総務振興課
新合出張所
富津出張所
宮野河内出張所

■
申
請
方
法

　

各
世
帯
主
に
送
付
し
て
い
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、①
必
要

書
類
の
写
し
を
同
封
の
う
え
返
信
用

封
筒
で
郵
送
す
る
か
②
必
要
書
類
を

持
参
の
う
え
窓
口
（
下
表
参
照
）
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
※
注
・
必
要
書
類
と
は
〕

●
預
貯
金
通
帳
（
口
座
振
込
を
希
望

す
る
人
の
み
）。
申
請
書
を
郵
送

す
る
場
合
は
、
通
帳
の
表
紙
を
１

枚
め
く
り
、
氏
名
と
口
座
番
号
が

記
載
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
の
写
し

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

●
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
や
パ

ス
ポ
ー
ト
、
保
険
証
な
ど
）。
世

帯
主
以
外
の
人
が
申
請
や
受
給
を

す
る
場
合
に
必
要
で
す
。

◎「
定
額
給
付
金
」に
つ
い
て
の

詳
細
は
、
本
庁
・
定
額
給
付

金
事
業
等
推
進
室
☎
㉓
１
１

１
１
内
線
１
３
５
６
・
☎
㉒

９
２
９
２（
直
通
）へ
。

◎「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」に

つ
い
て
の
詳
細
は
、
同
推
進

室
ま
た
は
本
庁
・
子
育
て
支

援
課
子
ど
も
福
祉
係
☎
㉓
１

１
１
１
内
線
１
１
７
４
へ
。

※注

『定額給付金』
『子育て応援特別手当』の
　　　　　　　  おしらせ

『定額給付金』
『子育て応援特別手当』の
　　　　　　　  おしらせ

『定額給付金』『子育て応援特別手当』のおしらせ


